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春うらら…おいしいお茶でおもてなし（茶道）※

（幼児～ ３０人）

ステージアップ一輪車
（小１～ 自由）

さくさく工作（革製キーホルダー）※

（小１～ １５人）
エスジェイ

SJリーグユニホック大会※

（小１～中３ 自由）

おはなしぽけっと（絵本の読み聞かせ）

（幼児と親 自由）

春休みロードショー※

（小１～ 自由）

チャレンジパーク「ギネス」に挑戦！！（ゲーム記録会）

（小１～６ 自由）
ケイ

プロジェクトK～万華鏡づくり※

（小１～ ３０人）
ザ

Theスポーツ～かたき大会※

（小１～６ 自由）

ネバーランド工作会～ポンポンキーホルダー※

（小１～６ ３０人）

ピヨちゃんタイム（親子あそび）

（幼児と親 自由）
デ イ

きら木Day（お母さんのためのストレッチ運動）※

（幼児と親１０組）

スポーツ大会（かたき・ユニホック）※

（小１～ 自由）

ふっかつボンバー選手権※

（小１～ 自由）

卒業おめでとうバスケットボール大会※

（小１～ 自由）

午後２時

午後３時３０分

午後３時３０分

午後２時

午後３時３０分

午後１時３０分

午後３時３０分

午後３時３０分

午後２時

午後１時３０分

午前１０時

午前１０時３０分

午後２時

午後２時

午後１時

３月２５日�木

３月１３・１５・１６日

３月１８日�木

３月２５日�木

３月２４日�水

３月２９・３０日

３月１１日�木

３月１２日�金

３月２６日�金

３月１７日�水

３月１８日�木

３月１８日�木

３月２５・２６日

３月２６日�金

３月２３日�火

幌北児童会館
北１７西６ �７２７－６２２５
エルムの森児童会館
北２７西１２ �７３７－３９７４
麻生児童会館
北３９西５ �７５７－０１８５
新川児童会館
新川４－１１ �７６４－３６６４
新川中央児童会館
新川３－３ �７６２－８４３３
新琴似児童会館
新琴似１１－７ �７６１－７５０１
新琴似西児童会館
新琴似９－１３ �７６２－６６３２
光陽児童会館
新琴似６－１２ �７６５－６１４１
屯田児童会館
屯田５－６ �７７２－７１３０
太平児童会館
太平８－７ �７７１－６３２４
篠路児童会館
篠路４－９ �７７２－９２９２
篠路西児童会館
篠路６－４ �７７１－２１９１
上篠路児童会館
百合が原９ �７７４－２０５０
あいの里児童会館
あいの里１－３ �７７８－３７５５
あいの里ひがし児童会館
あいの里３－７ �７７８－２３５８

【４月からの検針のお知らせ票（例）】

川に雪を捨てると川が

詰まって水が流れなくな

り、河川のはんらんの原

因となります。川への雪

捨てはやめましょう。

詳細 建設局河川課

�２１１－２６２７

平成１５年度国民健康保険料の最終納期は、

３月３１日（水）までです。まだ納めていない方

は、納期限までに納めてください。

なお、納付が困難な方は、源泉徴収票や所

得税の確定申告書の控えなど平成１５年中の収

入を確認できるものを用意の上、区役所１階

⑪番窓口でご相談ください。

また、下記の通り、夜間や休日の相談も行

いますのでご利用ください（夜間・休日の出

入口は、区役所北側です）。

夜間相談 ３月２５日（木）・２６日（金）。両日と

も午後７時３０分まで。

休日相談 ３月２７日（土）午前１０時～午後３時

詳細 保険年金課収納係

�７５７－２４００内線４０３・４９１

◆国民健康保険料の納付と相談◆

河川への雪捨ては
やめましょう

①

②

上下水道料金口座振替のお知らせ方法が

変わります

口座振替をご利用の方には、これまで

「口座振替のお知らせ」を送付していまし

たが、４月からは検針の際にお渡しする

「検針のお知らせ票」で①「次回口座振替

のお知らせ」と②「口座振替済通知」を併

せてお知らせします。

なお、次の方には今まで通りはがきでお

知らせします。

・口座振替済通知書の送付先と水道をご

使用の住所・方書きとが異なる方

・毎月請求の方

・再振替となった方

※まだ口座振替をご利用されていない方は、

ぜひ、便利な口座振替をご利用ください。

詳細 水道局北料金センター�７６２－７２００

◆札幌市水道局からのお知らせ◆

児童会館では、ほかにもさまざまな行事を行って
います。幼児は保護者同伴でご来館ください。
詳細 各児童会館

※は事前申し込みが必要な行事です

水道メーターの検針が２カ月

ごとになります

これまで北区内では、水道

メーターの検針を４カ月ごと

に行っていましたが、４月か

らは２カ月ごとになります

（検針月は地区により異なり

ます）。

なお、料金の納入期限など

に変更がある場合は、変更内

容を記載したはがきを事前に

送付します。

また、水道のメーターボッ

クスの上に検針の妨げになる

ような物などを置かないよう、

ご協力をお願いします。

児童会館

2004―�―広報さっぽろ７きた
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